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伊方発電所第３号機の試験使用承認について 

 

令和３年１１月１９日付け原子力発第２１２９４号をもって申請がありました上記の件

については、原子力発電工作物の保安に関する命令（平成２４年経済産業省令第６９号）

第１８条第１号の規定に基づき、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

１．対象設備 

  原子炉本体 

   炉心 

 

２．使用期間 

自：令和３年１１月３０日 

至：平成２９年９月２９日付け原規規発第 1709291 号 20170707 保第 3号をもっ

て認可した原子力発電工作物に対する、電気事業法第４９条第１項の使用前

検査の合格日 

  



 

３．使用の方法 

ウラン 235 濃縮度を 4.10wt％とする燃料集合体最高燃焼度 55,000MWd/t 二酸化

ウラン燃料を装荷した原子炉本体が、所定の炉心性能で、安定した連続運転がで

きることを確認できるまで原子炉本体を試験使用する。 

なお、使用にあたっては原子炉施設保安規定に基づき運転する。 

 


